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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　廃水を処理槽内のゼオライトによって浄化する廃水浄化装置であって、
　前室及び後室と、ゼオライトが充填されて前室と後室との間を隔てる垂直な隔壁と、廃
水が前記前室に流入する入水口と、該入水口よりも低い位置にあって廃水が前記後室から
流出する出水口と、前記隔壁に外力を伝達してゼオライトから付着物を落とす外力伝達機
構と、を有する処理槽を備え、
　前記隔壁は、上方のゼオライト充填部と、該ゼオライト充填部の下部に連接されるとと
もに前記処理槽下方を前室側と後室側とに仕切る仕切部とを有し、前記処理槽内に上方の
フレームから前記外力伝達機構として設置されている坐を介して出し入れ可能に吊下され
ており、
　前記坐は、槌打可能に構成され、当該坐を槌打するとその衝撃力が外力として前記ゼオ
ライト充填部に伝達されてゼオライトの付着物が衝撃を受けて剥がれ落ち、前記処理槽下
方へ沈殿するようになっていることを特徴とする廃水浄化装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、重金属類を含有する廃水の浄化処理を行う廃水浄化装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　鉱山や工場から出る廃水は重金属類の有害物質を含有している。廃水の性状は鉱山や工
場毎に異なっており、それぞれ異なるｐＨ値や重金属類の濃度を示す。これらの廃水を河
川等に放流するときは、予め適切な浄化処理を廃水に施し、廃水中の重金属類の濃度等を
規制値以下に下げておく必要がある。
　廃水の浄化処理方法として、廃水を中和剤によって中和し、廃水中の重金属類を沈殿物
として分離する方法がある（例えば、非特許文献１参照）。この浄化処理方法に用いる廃
水浄化装置の一例を図２に示す。廃水浄化装置５０は中和剤槽５１と沈殿槽５２とを有す
る。中和剤槽５１で水に石灰石を加えて中和剤をつくり、浄化前の廃水に中和剤を添加し
て中和する。中和剤で中和した廃水を沈殿槽５２に溜めておくと、重金属類が沈殿物とな
って沈殿し、廃水中の重金属類が分離される。中和されて重金属類を分離された廃水は浄
化されており、そのまま河川等に放流可能な状態となっている。沈殿槽５２から回収され
る重金属類の沈殿物は廃棄物として埋立処分場に搬送されて埋設される。
【０００３】
　また、別の廃水処理方法として、図３に示す廃水浄化装置６０を使用し、廃水中の重金
属類を分離する方法がある。廃水浄化装置６０は、上流側から下流側に向って受水槽６１
と３基の処理槽６３ａ、６３ｂ、６３ｃが直列に配置されている。受水槽６１は浄化前の
廃水を溜め、溜まった排水が受水槽６１の上部の出水口６２から処理槽６３ａへ流出する
構成となっている。
【０００４】
　処理槽６３ａは、処理室６４ａ、入水口６６ａ、出水口６７ａを有する。入水口６６ａ
が受水槽６１の出水口６２の下方に形成されており、出水口６２から流出した廃水が入水
口６６ａに流入可能となっている。入水口６６ａが処理室６４ａの下部に通路を介して接
続されている。処理室６４ａにはゼオライト６５が充填されており、出水口６７ａが処理
室６４ａの上部に形成されている。出水口６７ａは入水口６６ａよりも低い位置にある。
受水槽６１の出水口６２から入水口６６ａに流入した廃水が、処理室６４ａのゼオライト
６５の間を上昇し、出水口６７ａから処理槽６３ｂへ流出する構成となっている。
【０００５】
　処理槽６３ｂは、処理槽６３ａと同じ構成を有し、処理室６４ｂ、入水口６６ｂ、出水
口６７ｂを有する。ただし、入水口６６ｂが処理槽６３ａの出水口６７ａの下方に位置し
、出水口６７ｂが入水口６６ｂよりも低い位置にある。出水口６７ａから入水口６６ｂに
流入した廃水が、処理室６４ｂのゼオライト６５の間を上昇し、出水口６７ｂから処理槽
６３ｃへ流出する構成となっている。
【０００６】
　処理槽６３ｃは、処理槽６３ａと同じ構成を有し、処理室６４ｃ、入水口６６ｃ、出水
口６７ｃを有する。ただし、入水口６６ｃが処理槽６３ｂの出水口６７ｂの下方に位置し
、出水口６７ｃが入水口６６ｃよりも低い位置にある。出水口６７ｂから入水口６６ｃに
流入した廃水が、処理室６４ｃのゼオライト６５の間を上昇し、出水口６７ｃから廃水浄
化装置６０外へ流出し、そのまま河川等に放流される構成となっている。
【０００７】
　受水槽６１に溜められた廃水は、処理槽６３ａ、６３ｂ、６３ｃを順番に通って廃水浄
化装置６０外に流出する。廃水は、処理槽６３ａ、６３ｂ、６３ｃの処理室６４ａ、６４
ｂ、６４ｃ内でそれぞれゼオライト６５と接触する。ゼオライト６５が廃水中の重金属類
を吸着し、また、廃水中の重金属類がゼオライト６５と反応し反応生成物となって析出す
るので、廃水中の重金属類が分離される。
　処理槽６３ｃから廃水浄化装置６０外に流出した廃水は、重金属類を分離されて浄化さ
れており、そのまま河川等に放流可能な状態となっている。
【０００８】
【非特許文献１】独立行政法人　石油天然ガス・金属・鉱物資源機構、‘環境を保全する
’、［ｏｎｌｉｎｅ］、［平成１６年１２月１６日検索］、インターネット＜ＵＲＬ：ｈ
ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｏｇｍｅｃ．ｇｏ．ｊｐ／ｊａｐａｎ／ｐｒｅｓｅｒｖｅ／ｉｎ
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ｄｅｘ．ｈｔｍｌ＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　廃水浄化装置５０を用いて廃水の浄化処理を行う場合、沈殿物の埋立処分場を確保する
必要がある。しかし、中和処理に伴って発生する沈殿物は量が多く、充分な広さの埋立処
分場を確保することが近年困難になっている。
　また、沈殿物を廃水浄化装置５０から埋立処分場まで搬送するために、ポンプ等の搬送
設備が必要となる。しかし、廃水浄化装置５０が設置される場所は人里から離れた場所で
あることが多く、電力等の動力源が制限され、動力源を確保するために設備投資が大きく
なりやすい。
【００１０】
　さらに、廃水浄化装置５０が設置される場所の地理的条件によって、廃水浄化装置５０
のメンテナンスを数ヶ月に一度しか実施できない場合が少なくない。このような条件下で
は、廃水浄化装置５０の構成自体を単純化し、必要なメンテナンス頻度を小さくすること
が好ましい。したがって、ポンプ等の搬送設備を導入することによって廃水浄化装置５０
が複雑なシステムとなることは好ましくない。
【００１１】
　また、廃水浄化装置６０を用いて廃水の浄化処理を行う場合、各処理室６４ａ、６４ｂ
、６４ｃにおいて、ゼオライト６５に析出物等が付着し、ゼオライト６５同士間で目詰ま
りしやすい。このような目詰まりを防止する手段として、逆洗が考えられる。しかし、逆
洗用のシステムや動力源が必要となり、動力源が制限される場所やメンテナンス頻度が制
限される場所において、逆洗を採用することは困難である。
　本発明は、上記問題を解決するものであり、その目的とするところは、簡素化された構
造を有し、動力源を必要とせず、廃棄物の発生量が少なく、小さなメンテナンス頻度で稼
動できる廃水浄化装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、その課題を解決するために以下のような構成をとる。第一の発明に係る廃水
浄化装置は、廃水を処理槽内のゼオライトによって浄化する廃水浄化装置であって、前室
及び後室と、ゼオライトが充填されて前室と後室との間を隔てる垂直な隔壁と、廃水が前
記前室に流入する入水口と、該入水口よりも低い位置にあって廃水が前記後室から流出す
る出水口と、前記隔壁に外力を伝達してゼオライトから付着物を落とす外力伝達機構と、
を有する処理槽を備え、前記隔壁は、上方のゼオライト充填部と、該ゼオライト充填部の
下部に連接されるとともに前記処理槽下方を前室側と後室側とに仕切る仕切部とを有し、
前記処理槽内に上方のフレームから前記外力伝達機構として設置されている坐を介して出
し入れ可能に吊下されており、前記坐は、槌打可能に構成され、当該坐を槌打するとその
衝撃力が外力として前記ゼオライト充填部に伝達されてゼオライトの付着物が衝撃を受け
て剥がれ落ち、前記処理槽下方へ沈殿するようになっている。
【００１３】
　廃水が、廃水浄化装置の処理槽の入水口から前室に流入し、隔壁を横方向に通過して後
室に流れる。廃水が隔壁を通過する際、廃水が隔壁に充填されたゼオライトと接触し、廃
水中の重金属類がゼオライトに吸着され付着する。また、廃水中の重金属類がゼオライト
と反応し、反応生成物がゼオライトに付着する。したがって、廃水が隔壁を通過して後室
に入ると、廃水中の重金属類の濃度が低下し、廃水が浄化される。重金属類の濃度が低下
し浄化された廃水は、出水口から処理槽外に流出する。
【００１４】
　隔壁は垂直になっているので、反応生成物等はゼオライトの表面から自然に剥がれ落ち
て処理槽の底に沈殿し、ゼオライトの浄化能力が維持される。
　隔壁に充填されたゼオライトは浄化能力が低下すると廃棄処分される。廃棄処分される
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までの間に所定量のゼオライトが浄化処理する廃水を、石灰中和によって浄化処理するこ
ととした場合、石灰中和によって生じる廃棄物の総量は、ゼオライトによる浄化処理で生
じる廃棄物の総量よりも多い。したがって、ゼオライトを用いることにより、廃棄物の発
生量が少なくなる。また、浄化能力が低下したゼオライトを再処理して繰り返し使用すれ
ば、廃棄物の発生量が一層少なくなる。
【００１５】
　出水口が入水口よりも低い位置にあるので、廃水を入水口から処理槽に連続供給すると
、廃水が前室から隔壁を通過して後室に流れ、後室の廃水は出水口から溢れ出して処理槽
外に流出する。廃水浄化装置を稼動するための動力源は特に必要ではなく、廃水浄化装置
の構造が簡素化され、メンテナンス頻度を小さくでき、長期間メンテナンスなしで稼動可
能となる。
　なお、隔壁に充填されたゼオライトの層厚は、前室から後室への廃水の流れを維持可能
な厚さとする。
【００１６】
　さらに、この第一の発明に係る廃水浄化装置は、隔壁に外力を伝達してゼオライトから
付着物を落とす外力伝達機構を、処理槽が有する。
　廃水浄化装置が連続稼動して廃水の浄化処理を行うと、廃水中の重金属類がゼオライト
に吸着され付着し、また、廃水中の重金属類とゼオライトとの反応生成物がゼオライトに
付着する。ゼオライトが付着物によって覆われるとその浄化能力が低下する。ゼオライト
の浄化能力が低下してきたら、外力伝達機構によって隔壁に外力を伝達して、ゼオライト
から付着物を剥がし落とす。ゼオライトから剥がれ落ちた付着物は前室及び後室の底に沈
殿する。ゼオライトからは付着物が取り除かれて、ゼオライトの浄化能力が回復する。
　外力伝達機構の構成が、例えば、人が槌打によって発生させた衝撃力を外力として隔壁
に伝達するものであれば、外力伝達機構は簡単な構成のもので足り、廃水浄化装置のメン
テナンスも簡単な作業となる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は、上記のような廃水浄化装置であるので、簡素化された構造を有し、動力源を
必要とせず、廃棄物の発生量が少なく、小さなメンテナンス頻度で稼動できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明を実施するための最良の形態を図１を参照しつつ説明する。
　廃水浄化装置１は４基の処理槽２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄからなり、処理槽２ａ、２ｂ、
２ｃ、２ｄが上流側（図１の右側）から順番に直列に配置されている。
　処理槽２ａは漏斗状底部を有する縦長の容器であり、処理槽２ａ内は垂直な隔壁３ａに
よって前室８ａと後室９ａとに分割されている。前室８ａが隔壁３ａの上流側に位置し、
後室９ａが隔壁３ａの下流側に位置している。
【００２２】
　隔壁３ａは上方のゼオライト充填部４と下方の仕切部６とからなり、処理槽２ａ内に上
方のフレーム１５から後述する坐１４ａを介して出し入れ可能に吊下されている。ゼオラ
イト充填部４は網籠状体であり、この網籠状体内にゼオライト５が充填されており、廃水
が前室８ａからゼオライト充填部４を横方向に通過して後室９ａへ流れる構成となってい
る。ゼオライト充填部４の層厚は前室８ａから後室９ａへの廃水の流れを維持可能な厚さ
となっている。仕切部６は処理槽２ａの漏斗状底部を左右に仕切る板状体であり、処理槽
２ａの底部において廃水がゼオライト充填部４を通らずに前室８ａから後室９ａへ流れる
ことを防止している。
【００２３】
　入水口１０ａが前室８ａの上方に形成されており、廃水浄化装置１に供給される廃水が
入水口１０ａから前室８ａに流入する構成となっている。
　出水口１１ａが後室９ａの上方に形成され、出水口１１ａが入水口１０ａのよりも低い
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位置にあり、後室９ａから溢れ出る廃水がそのまま出水口１１ａから処理槽２ａ外に流出
する構成となっている。
【００２４】
　処理槽２ａの底部にゲート弁１２ａが沈殿物排出機構として設置されている。このゲー
ト弁１２ａを介して前室８ａ及び後室９ａが沈殿物貯留槽１３に接続されており、前室８
ａと後室９ａの底に沈殿した沈殿物を沈殿物貯留槽１３に排出可能に構成されている。
　隔壁３ａの上端部に坐１４ａが外力伝達機構として設置されている。坐１４ａは、槌打
可能に構成されており、坐１４ａを槌打すると槌打による衝撃力が外力として隔壁３ａの
ゼオライト充填部４に伝達される構成となっている。
【００２５】
　処理槽２ｂは処理槽２ａと同様の構成となっており、隔壁３ｂ、前室８ｂ、後室９ｂ、
入水口１０ｂ、出水口１１ｂ、ゲート弁１２ｂ、坐１４ｂを有し、隔壁３ｂはゼオライト
充填部４と仕切部６とからなる。なお、処理槽２ｂの入水口１０ｂが、同時に処理槽２ａ
の出水口１１ａとなっている。
　処理槽２ｃも処理槽２ａと同様の構成となっており、隔壁３ｃ、前室８ｃ、後室９ｃ、
入水口１０ｃ、出水口１１ｃ、ゲート弁１２ｃ、坐１４ｃを有し、隔壁３ｃはゼオライト
充填部４と仕切部６とからなる。なお、処理槽２ｃの入水口１０ｃが、同時に処理槽２ｂ
の出水口１１ｂとなっている。
【００２６】
　処理槽２ｄも処理槽２ａと同様の構成となっており、隔壁３ｄ、前室８ｄ、後室９ｄ、
入水口１０ｄ、出水口１１ｄ、ゲート弁１２ｄ、坐１４ｄを有し、隔壁３ｄはゼオライト
充填部４と仕切部６とからなる。なお、処理槽２ｄの入水口１０ｄが、同時に処理槽２ｃ
の出水口１１ｃとなっている。処理槽２ｄの出水口１１ｄは廃水浄化装置１外の河川等に
つながっている。
【００２７】
　次に作用について説明する。
　重金属類を含有する未処理の廃水が処理槽２ａに供給される。処理槽２ａに供給された
廃水は、入水口１０ａから前室８ａに流入し、隔壁３ａのゼオライト充填部４を横方向に
通過して後室９ａへ流れる。廃水がゼオライト充填部４を通過すると、廃水中の重金属類
がゼオライト５に吸着され付着する。また、廃水中の重金属類がゼオライト５と反応し、
反応生成物が析出してゼオライト５に付着する。したがって、後室９ａの排水中の重金属
類の濃度は、前室８ａの排水中の重金属類の濃度よりも低くなる。前室８ａへ廃水を連続
供給すると、廃水が後室９ａから出水口１１ａに溢れ出し、出水口１１ａから処理槽２ａ
外に流出する。
【００２８】
　処理槽２ａの出水口１１ａは処理槽２ｂの入水口１０ｂでもあるので、処理槽２ａ外に
流出した廃水は処理槽２ｂの前室８ｂにそのまま流入する。処理槽２ａと同様に、廃水は
隔壁３ｂのゼオライト充填部４を横方向に通過して後室９ｂへ流れる。廃水中の重金属類
が隔壁３ｂのゼオライト充填部４のゼオライト５と接触し、重金属類がゼオライト５に吸
着されて付着し、また、ゼオライト５と重金属類の反応生成物がゼオライト５に付着する
。したがって、後室９ｂの排水中の重金属類の濃度は、前室８ｂの排水中の重金属類の濃
度よりも低くなる。前室８ｂへ廃水が連続して流入すると、廃水が後室９ｂから出水口１
１ｂに溢れ出し、出水口１１ｂから処理槽２ｂ外に流出する。
【００２９】
　処理槽２ｂの出水口１１ｂから流出した廃水はそのまま処理槽２ｃの入水口１０ｃから
前室８ｃに流入する。処理槽２ａと同様に、前室８ｃに流入した廃水は、隔壁３ｃのゼオ
ライト充填部４を通過して後室９ｃへ流れ、隔壁３ｃのゼオライト充填部４のゼオライト
５によって排水中の重金属類の濃度が低下する。前室８ｃへ廃水が連続して流入すると、
廃水が後室９ｃから出水口１１ｃに溢れ出し、出水口１１ｃから処理槽２ｃ外に流出する
。
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【００３０】
　処理槽２ｃの出水口１１ｃから流出した廃水はそのまま処理槽２ｄの入水口１０ｄから
前室８ｄに流入する。処理槽２ａと同様に、前室８ｄに流入した廃水は、隔壁３ｄのゼオ
ライト充填部４を通過して後室９ｄへ流れ、隔壁３ｄのゼオライト充填部４のゼオライト
５によって排水中の重金属類の濃度が低下する。前室８ｄへ廃水が連続して流入すると、
廃水が後室９ｄから出水口１１ｄに溢れ出し、出水口１１ｄから廃水浄化装置１外に流出
する。
【００３１】
　廃水中の重金属濃度は処理槽２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄを順番に通ることによって次第に
低下し、処理槽２ｄから廃水浄化装置１外に流出するときには、重金属濃度が所定の基準
値以下となって、廃水は浄化されて河川に放流可能な状態となっている。
　また、処理槽２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄにおける廃水の水位は上流側から順番に低くなっ
ているので、処理槽２ａに廃水を連続供給すれば、処理槽２ｄの出水口１１ｄから廃水が
流出する。廃水浄化装置１は廃水を浄化処理するための動力源を特に必要とせず、廃水浄
化装置１の構造は簡単なもので足りるので、メンテナンス頻度を小さくでき、長期間メン
テナンスなしで稼動できる。
【００３２】
　廃水浄化装置１によって廃水を長期間連続して浄化処理すると、隔壁３ａ、３ｂ、３ｃ
、３ｄの各ゼオライト充填部４のゼオライト５に重金属類や反応生成物が付着する。坐１
４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１４ｄをオペレータが槌打すると、その衝撃力が外力として隔壁
３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄの各ゼオライト充填部４のゼオライト５に伝達され、ゼオライト
５の付着物が衝撃を受けて剥がれ落ち、前室８ａ、８ｂ、８ｃ、８ｄ、後室９ａ、９ｂ、
９ｃ、９ｄの底へ沈殿する。付着物がゼオライト５から剥がれ落ちると、ゼオライト５の
浄化能力が回復するので、ゼオライト５を交換せずに長期間使用できる。また、ゼオライ
ト５を再処理すれば、その使用期間が一層長くなる。ゼオライト５を長期間にわたって交
換することなく使用できるので、廃棄物となるゼオライト５の量が少なくなる。
【００３３】
　前室８ａ、８ｂ、８ｃ、８ｄ、後室９ａ、９ｂ、９ｃ、９ｄの底に沈殿物が溜まったら
、ゲート弁１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄを開き、沈殿物を沈殿物貯留槽１３に排出す
る。ゲート弁１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄを開閉すれば沈殿物を排出できるので、メ
ンテナンスが簡単である。沈殿物貯留槽１３にある程度沈殿物が排出されて溜まったら、
溜まった沈殿物を近傍の埋立処分場に搬送して埋設する。沈殿物貯留槽１３に排出される
沈殿物は、主にゼオライト５に吸着された重金属類や付着した反応生成物であるので、廃
棄物となる沈殿物の量は少ない。
【００３４】
　隔壁３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄの各ゼオライト充填部４のゼオライト５の浄化能力がなく
なって回復もしなくなったら、隔壁３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄをそれぞれ処理槽２ａ、２ｂ
、２ｃ、２ｄから引き出し、ゼオライト５を交換する。新しいゼオライト５をゼオライト
充填部４に充填したら、再び、隔壁３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄをフレーム１５から処理槽２
ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄ内に吊下する。隔壁３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄの出し入れを容易に行
えるので、ゼオライト５の交換も容易である。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明に係る廃水浄化装置の構成図である。
【図２】従来ある廃水浄化装置の構成図である。
【図３】従来ある他の廃水浄化装置の構成図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１　　廃水浄化装置
　２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄ　　処理槽
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　３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄ　　隔壁
　４　　ゼオライト充填部
　５　　ゼオライト
　６　　仕切部
　８ａ、８ｂ、８ｃ、８ｄ　　前室
　９ａ、９ｂ、９ｃ、９ｄ　　後室
　１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄ　　入水口
　１１ａ、１１ｂ、１１ｃ、１１ｄ　　出水口
　１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ　　ゲート弁
　１３　　沈殿物貯留槽
　１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１４ｄ　　坐
　１５　　フレーム

【図１】 【図２】
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